
 

 

「京都市未来こどもはぐくみプラン（仮称）」 

中間とりまとめ案 

概要版 

～京都市の子ども・子育て支援の新たな総合計画を策定します～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本冊子及び「京都市未来こどもはぐくみプラン（仮称）」中間とりまとめ案の全文は，次のホ

ームページにも掲載しています。 

 

児童家庭課ホームページ 

http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/soshiki/8-3-1-0-0_1.html 

 

 平成２６年１０月 

 京 都 市 

皆様からのご意見をお待ちしています！ 

「子どもたちの今と未来をみんなではぐくむ 子育て支援都市・京都」を目指して 

京都市では，子ども・子育て支援施策の総合計画である「京都市未来こどもプラン」（計

画期間：平成２２年度から平成２６年度末まで）の次期プランとして，平成２７年度から

平成３１年度までの５年間を計画期間とする新たなプランの策定に取り組んでいます。 

新たなプランの策定に当たっては，保護者，子ども・子育て支援に関する事業に従事す

る方，学識経験者などの幅広い関係者により構成する「京都市子ども・子育て会議」に施

策の分野ごとに７つの部会を設置し，市政の最重要課題として位置付ける少子化対策の視

点からも調査審議を行ってきました。 

この度，京都市子ども・子育て会議における調査審議を踏まえ，「京都市未来こどもは

ぐくみプラン（仮称）」中間とりまとめ案を作成しましたので，市民の皆様のご意見を募

集します。 

お寄せいただきました市民の皆様のご意見を踏まえ，今年度中に「京都市未来こどもは

ぐくみプラン（仮称）」を策定する予定です。 

■ 募集期間 

平成 2６年１０月１９日（日）～平成２６年１１月１８日（火）＜必着＞ 

■ ご意見の提出方法等については，最終ページをご覧ください。 
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１ 計画の策定背景と位置付け 

 京都市では，これまで，次世代育成支援対策推進法に基づく市町村行動計画として，２０１０

（平成２２）年３月に策定した「京都市未来こどもプラン」（以下「現行プラン」という。）に基

づき，子どもたちの笑顔のためにみんなで子育てを支え合えるまちづくりを進めてきました。 

 新たなプランは，現行プランを引き継ぐものとして，次世代育成支援対策推進法第８条に規定

される市町村行動計画に位置付けるとともに，子ども・子育て支援法に基づく子ども・子育て支

援事業計画や，母子保健計画，放課後子ども総合プラン，家庭的養護推進計画，ひとり親家庭自

立促進計画を一体的に盛り込み，策定するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 計画期間 

 ２０１５（平成２７）年度から２０１９（平成３１）年度までの５年間とします。 

 

 

○子育て支援ニーズの増大・多様化 

○仕事と子育ての両立が困難 

○子育てに対する不安感・負担感の増大 

○家庭や地域の「子育て力」の低下 

○子どもの生活環境の変化 

 

少子化の進展 
地域の共同関係 

の希薄化 

家族規模の縮小・ 

共働き家庭の増加 

長時間労働の常態化・ 

非正規雇用の増加 

子どもの生活 

環境の変化 

背景 課題 

「京都市未来こどもはぐくみプラン（仮称）」 

～京都市の子ども・子育て支援施策の新たな総合計画～ 

○ 「京都市未来こどもプラン」（計画期間：２０１０（平成２２）年度～２０１４（平成２６）

年度）の次期プラン 

○ 「子ども・子育て支援事業計画」，「母子保健計画」，「放課後子ども総合プラン」，「家庭的

養護推進計画」，「ひとり親家庭自立促進計画」を一体的に盛り込み策定（２０２９（平成   

４１）年度までの１５年間を取組期間として定める「家庭的養護推進計画」については，前

期計画部分（５年間）を盛り込む。） 

○ 次世代育成支援対策推進法に基づく市町村行動計画に位置付ける。 

○ 青少年施策の指針である「京都市ユースアクションプラン」と共に，「子ども・若者育成支

援推進法」に基づく「市町村子ども・若者計画」に位置付ける。 

計画期間：２０１５（平成２７）年度 

～２０１９（平成３１）年度 

 

○子ども・子育て支援新制度の開始（2015(平成 27)年度から） 

○次世代育成支援対策推進法の延長（～2024(平成 36)年度まで） 

※ただし，市町村行動計画の策定は任意となった。 

国 
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３ 計画の対象 

 このプランは，すべての子どもと子どもを育成し又は育成しようとする家庭，市民，事業者，

行政など，市内のすべての個人，団体を対象とします。 

 なお，このプランにおける「子ども」とは，０歳からおおむね１８歳未満とします。 

４ 計画の基本理念と目指すまちのすがた 

■ 基本理念 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 目指すまちのすがた 

基本理念を実現するため，市民みんなで子どもの成長段階に応じた，切れ目のない，きめ

細かな取組を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもたちの今と未来をみんなではぐくむ 

子育て支援都市・京都 

 

～子どもたちの今と未来のため，市民共通の行動規範として制定した「子どもを共に

育む京都市民憲章」（愛称：京都はぐくみ憲章）の理念のもと，市民・地域ぐるみで

子育てを支え合い，京都の未来を託す子どもたちを健やかで心豊かにはぐくむまちづ

くり，「京都で育ってよかった」，「京都で子育てをしたい」と思えるまちづくりを進

めます～ 

１ 子どもを社会の宝として，子どもの最善の利益を追求するまち 

２ 「真のワーク・ライフ・バランス」が息づき，男女が子育てを共に担う主役として，

安心して子どもを生み育てることのできるまち 

３ 「確かな学力」，「豊かな心」，「健やかな体」の調和をはぐくみ，子どもたちがたくま

しく未来を切り拓くことのできるまち 

４ 家庭・地域・育ち学ぶ施設・企業・行政など社会のあらゆる場で，市民みんなが子ど

もの育ちと子育てを支え合い応援するまち 

５ 子どもが喜びの中で生まれ育ち，みんなが子育てに夢を持つことができるまち 
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５ ニーズ調査・意識調査 

 この計画を策定するに当たり，次の５つのニーズ調査・意識調査を実施しました。 

① 京都市子育て支援に関する市民ニーズ調査 

対象 
京都市内在住の小学校入学前児童の保護者６，５００人（小学校入学前児童調査） 

京都市内在住の小学生児童の保護者６，５００人（小学生児童調査） 

期間 ２０１３（平成２５）年１０月３０日（水）から１１月１３日（水）まで 

 

② 京都市結婚と出産に関する意識調査 

対象 京都市内在住の１８歳から４９歳までの市民６，５００人 

期間 ２０１３（平成２５）年１０月３０日（水）から１１月１３日（水）まで 

 

③ 京都市ひとり親家庭実態調査 

対象 
２０１３（平成２５）年１０月１日現在，京都市内在住の母子世帯（３，２００

人）・父子世帯（１，８００人） 

期間 ２０１３（平成２５）年１０月３０日（水）から１１月１３日（水）まで 

 

④ 京都市母子保健に関する意識調査 

対象 

２０１３（平成２５）年８月１５日から９月２０日の間に保健センター・支所に

おける乳幼児健康診査（４か月児，８か月児，１歳６か月児，３歳児）に来所し

た保護者４，３３２人 

期間 ２０１３（平成２５）年８月１５日（木）から９月２７日（金）まで 

 

⑤ 京都市思春期に関する意識調査 

対象 
２０１３（平成２５）年８月１日現在，１３歳以上１９歳以下の市民のうち住民

基本台帳及び外国人登録者から無作為抽出した５，０００人 

期間 ２０１３（平成２５）年１０月３０日（水）から１１月１３日（水）まで 
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６ 子どもを取り巻く状況と「京都市未来こどもはぐくみプラン（仮称）」の構成 

　（１）教育・保育の提供区域の設定

　（２）幼児教育・保育の量の見込み並びに提供体制の確保の内容及びその実施時期

　（３）地域子ども・子育て支援事業の量の見込み並びに提供体制の確保の内容及びその実施時期

子どもの生活
環境の変化

少子化の進展

仕事と子育ての両
立が困難
＜男性＞
・仕事を優先せざる
を得ない
・子育てへの関わり
が少ない
＜女性＞
・仕事か子育ての二
者択一 等

地域の共同
関係の希薄化

子ども・子育てを取り巻く状況

子どもの生活環境
の変化
・安心・安全が確保
された子どもの居場
所の減少
・スマートフォンの
急速な普及等に伴う
子どもの生活習慣へ
の影響 等

背景

課題

家庭や地域の「子

育て力」の低下
・社会環境の変化に

保護者が対応できな

い

・地域コミュニティ

の希薄化に伴い，地

域の協力が得られな

い 等

子育てに対する不
安感・負担感の増
大
・子育ての負担の母
親への集中
・子育ての孤立化
・児童虐待の増加

「真のワーク・ライフ・バラン

ス」の一層の推進

子ども・子育てを温かく見守り，

共に支え合う地域づくりの推進

次代を担う子どもたちの「生き
る力」のはぐくみ

子ども・子育て支援施策の強

化

虐待や障害等で保護・支援を必
要とする子どもへの対応の強化

ひとり親家庭の自立促進のため
の施策の推進

多様なニーズに対応した幼児教
育・保育の充実

身近な地域における子育て支援
の充実

妊娠・出産・育児の切れ目のな
い支援

親となるための準備をし，親とし
て学び育つための支援の推進

子どもを健全に育成するための
放課後の居場所づくり

家族規模の縮小・
共働き家庭の増加

企業等における仕事と家庭生活
等の両立支援の取組の推進

男女が共に子育てを担っていく
ための取組の推進

多様なニーズに対応した幼児教
育・保育の充実

子どもたちの可能性を最大限に
引き出す教育環境づくり

身近な地域における子育て支援
の充実

地域の「子育て力」を活性化する
ための取組の推進

長時間労働の常態化・
非正規雇用の増加

子育て支援ニーズ
の増大・多様化
・多様な働き方等に
応じた子育て支援
ニーズへの対応

求
め
ら
れ
る
施
策

青少年の自主的な活動を支援
し，地域で青少年を支援する取
組の推進
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第１章　子どもを社会の宝として市民・地域ぐるみで子育てを支え合う子育て支援の風土づくり

　（１）子どもを共に育む京都市民憲章（愛称：京都はぐくみ憲章）の推進

　（２）子育て支援ネットワークの充実

第２章　次世代を育むすべての家庭を支援し支え合えるまちづくり

　（１）子育てに生きがいを感じられる家庭・職場・地域社会づくり

　　　ア　子育て家庭への支援

　　　イ　子育てを支え合える地域社会づくり

　　　ウ　「真のワーク・ライフ・バランス」の推進

　（２）子どもの生活環境の整備と安全な生活が確保されるまちづくり

　（３）子育て家庭への経済的な支援

第３章　子どもを安心して生み健やかに育てることのできるまちづくり（母子保健計画）

　（１）思春期における次世代を育む意識づくり

　（２）思春期のこころとからだの健康づくり

　（３）安心して妊娠・出産できる環境づくり

　（４）乳幼児の健やかな発育・発達と育児不安を軽減するための支援 

　（５）子どもの病気や事故に的確に対応できる体制の充実 

　（６）望ましい食生活を育むための環境づくり

第４章　安心して子育てできる幼児教育・保育の充実

　（１）幼児教育・保育の提供体制の確保及び質の向上

　（２）多様な幼児教育・保育サービスの提供及び質の向上

第５章　放課後の子どもたちの居場所づくり（放課後子ども総合プラン）

第６章　伝統と文化を受け継ぎ，次代と自らの未来を切り拓く子どもたちを育むまちづくり

　（１）開かれた学校づくりと市民との市民ぐるみ・地域ぐるみで進める教育

　　　ア　開かれた学校づくりの推進

　　　イ　地域・各団体とも連携した「子どもを共に育む京都市民憲章」の普及・実践

　（２）確かな学力・豊かな心・健やかな体の調和のとれた育成

　　　ア　確かな学力の向上と創造性豊かな子どもの育成

　　　イ　心身共に健全でたくましい子どもの育成

　　　ウ　障害のある子どもへの教育の充実

　　　エ　魅力ある高校づくりの推進

　（３）子どもたちの「学び」を支える教育環境の充実

　　　ア　安心安全でゆとりとうるおいのある学校づくりの推進

　　　イ　きめ細かな指導による子どもたちの教育の充実

　（４）親と親になる世代への働きかけ，家庭教育の充実・支援

　　　ア　親とこれから親になる青少年世代への働きかけ

　　　イ　家庭教育と子育て支援

　（５）青少年の自主性と創造力を育むまちづくり

第７章　支援を必要とする子どもや家庭を大切にするまちづくり

　（１）児童虐待対策・少年非行対策の推進

　　　ア　児童虐待対策

　　　イ　少年非行対策

　（２）被虐待児をはじめとした養護等が必要な子どもの福祉 （家庭的養護推進計画）

　（３）障害や疾病等で支援が必要な子どもの福祉

第８章　ひとり親家庭の自立促進 （ひとり親家庭自立促進計画）

第９章　全ての家庭を支える子育て支援施策の充実（子ども・子育て支援事業計画）

　（１）教育・保育の提供区域の設定

　（２）幼児教育・保育の量の見込み並びに提供体制の確保の内容及びその実施時期

　（３）地域子ども・子育て支援事業の量の見込み並びに提供体制の確保の内容及びその実施時期

「京都市未来こどもはぐくみプラン（仮称）」の施策構成（案）

 

 

 

基
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７ 主な計画の内容 ＜全体を９章２６項目で構成＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

【現状と課題】 

○ 京都市では，次代を担う子どもたちが健やかに生まれ育つ社会を目指し，子どもたちのた

めに大人として何をすべきか，市民共通の行動規範として，２００７（平成１９）年２月５

日に「子どもを共に育む京都市民憲章（愛称：京都はぐくみ憲章）」を制定しました。 

○ これまで，「京都市子どもを共に育む京都市民憲章推進協議会」の設置や，毎年度の「行動

指針」の制定，憲章の「実践推進者」の表彰など，憲章の実践を推進する機運づくりを進め

てきました。 

○ また，２０１１（平成２３）年４月に制定した「子どもを共に育む京都市民憲章の実践の

推進に関する条例」では，子どもの命や健やかな育ちを脅かすものに対する「緊急の方策」

として，「児童虐待対策」，「いじめ対策」，「児童ポルノ対策」，「薬物乱用対策」，「性感染症対

策」，「インターネットの不適切利用対策」及び「電子・映像メディア依存対策」の７つの方

策について規定し，取組を進めています。 

施策を展開する今後の方向性 

京都のまちが培ってきた次世代育成の精神と地域社会の力を最大限活用し，子どもを健やか

で心豊かに育む社会を築くために，憲章の理念が家庭，地域，育ち学ぶ施設，企業など社会の

あらゆる場でしっかりと根付き，実践行動の輪が一層広がるよう，取組を進めます。 

主な施策・取組 

● 「京都はぐくみ憲章」の普及と憲章の理念に基づく実践の推進 

● ７つの「緊急の方策」など，子どもの命や健やかな育ちを守る取組の推進 

 

 

【現状と課題】 

○ 京都市では，全市レベル・行政区レベル・身近な地域レベルの三層からなる「子どもネッ

トワーク」を構築し，市民と行政が一体となって子育てを支えています。 

○ また，１１２もの団体（２０１４（平成２６）年６月現在）と１３の行政区・地域の人た

ちが参画する「人づくり２１世紀委員会」では，子どもたちを取り巻く様々な今日的課題を

社会全体の問題として捉え，学校・家庭・地域社会の連携のもと，全国的にも例のない市民

ぐるみの活動を推進しています。 

○ こうした様々な子育て支援活動が，お互いに連携し，情報や成果を共有し合うことで，そ

れぞれの活動が，一段と大きな効果を発揮するとともに，より幅広い関係機関・団体や市民

が関わる全市的な取組へと発展していくことが期待できます。 

第１章 子どもを社会の宝として市民・地域ぐるみで子育てを支え合う子育て支援

の風土づくり 

（１）子どもを共に育む京都市民憲章（愛称：京都はぐくみ憲章）の推進（★） 

（２）子育て支援ネットワークの充実（★） 

（★）の施策は，少子化対策として特に有効と考えられるもの 
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施策を展開する今後の方向性 

○ 身近な地域での子育て支援活動が広がり，子育てしやすい地域の社会環境づくりを目指す

うえで，「子どもネットワーク」の果たす役割は重要です。今後も，「子どもネットワーク」

が核となり，子どもや子育てに関わる関係機関・団体や企業・市民が連携してネットワーク

を一層強化・発展させていくよう努めます。 

○ 妊娠・出産から子どもの成長や発達に応じた子育ての段階ごとに切れ目のない支援を行い，

子どもたちや子育て家庭を取り巻く様々な問題に対して，より迅速で的確な支援に結び付け

ていくために，関係機関・団体等の連携により情報共有の強化と役割分担の明確化を図って

いきます。 

主な施策・取組 

● 子育て支援の中核機関※の連携強化と機能充実 

  ※ 児童福祉センター，第二児童福祉センター，こどもみらい館，こども相談センターパ

トナ，京（みやこ）あんしんこども館が総合的かつ専門的な機能をいかして事業を推進

している。 

● 子ども支援センター※の機能強化 

  ※ 行政区内での子育て支援ネットワークの拠点として設置。子育てに関する総合相談・

情報発信，区域内の関係機関のネットワークづくり等を実施している。 

● 地域子育て支援ステーション事業※の機能強化 

  ※ 保育園（所）や児童館を身近な地域における子育て支援の拠点として指定。子育て相

談や講座，子育て情報の収集・発信，地域交流事業等を展開している。     等 

 

 

 

 

 

ア 子育て家庭への支援（★） 

【現状と課題】 

○ 現在の社会では，家族規模の縮小や地域の共同関係の希薄化などにより，子育て中の

親が孤立しやすい状況になっています。 

○ 特に，乳幼児期においては，在宅での子育てが中心となることから，父親の子育てへ

の関わりや親族・近隣からの支援，子育て仲間との交流などにより孤立化を防ぎ，子育

てへの不安や負担感を軽減することが重要です。 

施策を展開する今後の方向性 

○ 妊娠・出産・育児に切れ目のない支援を行うため，家庭訪問等による母と子の心身の状

況の把握，情報提供，助言を行い，必要に応じて継続的な支援を行います。 

○ 身近な地域における子育て相談への対応や保護者同士が気軽に集い交流できる場の提供

など，子育ての孤立化を防ぐための取組を引き続き実施していくとともに，スマートフォ

ンアプリによる子育て関連情報の発信などにより，子育て家庭に必要な情報を確実に届け，

子育てをする親の不安や悩みを解消するための取組を進めます。 

○ 「親育ち」の機会を提供する「親支援プログラム～ほっこり子育てひろば～」等の取組

の推進や小中高生・大学生など，次に親となる世代に対する，子どもを生み育てることの

第２章 次世代を育むすべての家庭を支援し支え合えるまちづくり 

（１）子育てに生きがいを感じられる家庭・職場・地域社会づくり 
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素晴らしさも含めた啓発などにより，家庭の養育力の向上を図ります。 

主な施策・取組 

● 新生児等訪問指導事業（こんにちは赤ちゃん事業），育児支援家庭訪問事業の実施 

● 子育て相談事業，一時的な預かり事業の推進 

● 子育て支援情報の的確な提供 

● 親になるための準備，親として学び育つための支援 

● 子育て支援情報発信事業 新規（推進中）                  等 

 

イ 子育てを支え合える地域社会づくり（★） 

【現状と課題】 

○ 在宅での子育てが中心となる乳幼児期には，親子が他の親子や地域住民と気軽に交流

できる機会が特に必要であり，地域が持つ子育て力を活性化させ，子育て家庭にとって，

「身近な地域」で子育て支援活動の展開を図っていくことが重要です。 

○ 地域では，社会福祉協議会，民生児童委員会，人づくり２１世紀委員会，その他多く

の地域団体が子育て支援活動を展開し，児童館，保育園（所），幼稚園等の子育て支援施

設がこうした活動と連携し，取り組んできたところであり，今後もより広範な市民が子

育て支援活動に参画できるよう一層の取組が必要です。 

○ 近年，子育てサロンや子育てサークルなど，住民相互で行われる自主的な子育て支援

活動が展開されており，地域の子育て支援力を育む場として，その役割の重要性が増し

ていますが，こうした自主的な活動については，運営面でのノウハウの不足や活動場所

の確保などの課題もあります。 

施策を展開する今後の方向性 

○ 子育てに喜びを感じられる地域社会づくりのためには，子育て支援サービスの充実とと

もに，地域の人々が，子どもや子育て家庭を温かく見守り，支え合う，子育てしやすい地

域の風土を醸成することが必要です。 

○ 京都のまちが培ってきた子育てを支え合う風土に根差した市民の協力，協働の取組とし

て，ファミリーサポート事業や子育てサロン・子育てサークル等，地域の住民主体の子育

て支援活動が展開されており，こうした活動を一層活性化していくことが重要です。 

  このため，児童館やつどいの広場等の地域の子育て支援拠点では，その人的・物的資源

を最大限に活用して住民相互による子育て支援活動を支援するとともに，連携・協力して

子育て支援活動に取り組むことで，身近な地域における子育て支援拠点としての機能強化

を図っていきます。 

主な施策・取組 

● 地域において住民相互で行われる子育て支援活動（ファミリーサポート事業や「子育て

サロン」，「子育てサークル」等）の活性化 

● 子育てサロン等アドバイザー派遣事業の推進 新規（推進中） 

● 地域における子育て支援拠点としての児童館・保育園（所）・幼稚園，認定こども園等の

機能強化 

● あらゆる世代の子育て支援への参画（世代間交流）の促進           等 
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ウ 「真のワーク・ライフ・バランス」の推進（★） 

【現状と課題】 

○ 仕事と生活の調和だけでなく，地域・社会への参加，貢献などがバランスよく充実し

た「心の調和」を目指す「真のワーク・ライフ・バランス」の推進のためには，子育て

や家事は男女が協力して行うべきものとの視点に立った取組が重要ですが，子育てや家

事への父親の関わりは，母親と比べると，依然として低い水準にあります。 

○ 「真のワーク・ライフ・バランス」の実現・定着のためには，その理念の更なる浸透

を図り，働く人を含めた市民一人ひとりの意識改革や行動はもちろんのこと，「人々が働

く場」，「家庭」，「地域や社会」において，働き方の見直しや男性の子育てへの積極的な

関わり，企業や地域による子育て家庭への支援など，仕事と子育ての両立を支援するた

めの取組を進めていくことが重要です。 

施策を展開する今後の方向性 

○ 今後も，企業における男女が共に働きやすい環境づくりに向けた積極的な取組を求める

べく，様々な機会を通じての連携や協働が必要です。 

○ 家事や子育てに関する男性の意識と能力の向上を支援するなど，男女が共に子育てや地

域づくりの主役として活動していくための意識づくりが必要です。 

○ 仕事と子育ての両立支援については，保育園（所）や学童クラブ事業等の一層の充実が

必要であり，子どもの状況や保護者の就労形態に応じたきめ細かな子育て支援の実施によ

り，子育てしながら働き続けられる環境整備を進めていきます。 

主な施策・取組 

● 「子どもネットワーク」への企業等の参画と連携強化 

● 働き方の見直しによる仕事と生活の調和の推進のための広報・啓発 

● 企業等における仕事と家庭生活等の両立支援の取組の推進 

● 家事，子育て等における男性の積極的な参加の推進 

● 企業を通じた勤労者への両立支援や子育て支援施策に関する情報提供等の推進 

● 保育園（所），幼稚園，認定こども園や学童クラブ事業等の幼児・教育保育の一層の充実

等 

 

【現状と課題】 

○ 「京都市子育て支援に関する市民ニーズ調査」（以下「ニーズ調査」という。）では，「子育

てをするうえで地域に期待すること」は何かとの質問に対して，「子どもが事故や犯罪に巻き

込まれないよう気を配りあうこと」，「子どもの危険な行為やいたずらを注意しあえること」

という回答が多く，住民相互の協力，協働という面での地域への期待が大きいことがうかが

えます。また，都市化の進展により子どもの安全な遊び場の確保が困難となっている状況が

あります。 

 さらに，子育てをする人に配慮したまちづくりは，子育て支援の大きな要素の一つであり，

子育てしやすい環境の整備が求められています。 

○ 近年の新たな課題として，スマートフォン等を用いたソーシャルメディアの不適切利用に

より，長時間利用による生活の乱れや，ネットいじめ，誘い出しによる犯罪被害等，子ども

の健やかな育ちへの悪影響が社会問題となっています。 

（２）子どもの生活環境の整備と安全な生活が確保されるまちづくり 
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施策を展開する今後の方向性 

○ 「ユニバーサルデザイン」の理念に基づき，ハード・ソフト両面にわたる子育て環境の整

備を推進するとともに，子育て家庭の利用に役立つ情報発信を併せて行っていきます。 

○ 家庭，地域，学校，関係団体，行政がしっかりと連携し，児童館や幼稚園，保育園（所），

認定こども園等の子育て支援施設が持つ役割，機能も十分活用しながら，子どもたちに様々

な社会体験，生活体験，自然体験を通じ，豊かな感性をはぐくむ場を提供するとともに，地

域ぐるみで子どもが安心・安全に暮らせるまちづくりを推進していきます。 

○ ソーシャルメディアの利用に潜む危険性やインターネットの不適切利用から子どもを守る

取組を更に進めていきます。 

主な施策・取組 

● 「ユニバーサルデザイン」の理念に基づく子育てしやすい生活環境の整備 

● 子どもの成長に応じた多様な遊び，体験の場の提供と情報発信等，子どもたちの健やかな

成長の場づくり 

● 地域ぐるみの子どもの安全確保の取組の推進 

● 携帯電話・インターネット，ソーシャルメディアの不適切利用から子どもを守る取組の  

推進                                     等 

 

 

 

【現状と課題】 

○ 子育て家庭への経済的な支援については，国の制度である児童手当のほか，京都市の制度

としては，幼稚園保育料及び保育所保育料の独自の軽減策，子ども医療費支給制度における

対象年齢の拡大，支給方法の簡素化など，諸施策において各種の軽減策を実施しています。 

○ しかし，ニーズ調査では，行政に期待することとして，子育て家庭に対する経済的支援の

充実が最も多くなっています。 

○ 子育て家庭の経済的負担の軽減については，社会全体で子育てを支え合う観点や子どもの

貧困対策の観点などから，一定の行政的配慮が有効かつ必要ですが，一方で，巨額の経費を

要する負担軽減策の実施は，厳しい自治体財政のもと，地方自治体単独事業として実施して

いくには限界があります。今後，国が進める経済的支援の取組に対して，的確に対応すると

ともに，国レベルで実施すべきと考えられる施策については，国へ強く要望していくことが

必要です。 

施策を展開する今後の方向性 

○ 子育ての経済的負担軽減については，社会全体で子育てを支え合う観点からも，今後とも

配慮が必要ですが，現在実施されている子育て家庭への経済的給付事業については，国の制

度が中心であり，今後とも，国の施策動向に的確に対応しつつ，国への要望を適切に行って

いきます。 

○ 子育て支援については，経済的負担軽減のほか，各種子育て支援サービスの質的・量的充

実など幅広い施策がバランス良く，必要に応じて提供されたとき，子育てに対する負担感が

軽減されるものであり，総合的なバランスを勘案しつつ子育て支援施策の推進を図っていき

ます。 

 

（３）子育て家庭への経済的な支援（★） 
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【現状と課題】 

○ 思春期は，近い将来に妊娠・出産・育児という親としての役割を控えており，父性，母性

を育み，次代を担う意識を育てる大切な時期です。 

○ 次代を担う思春期の子どもたちが，子育てや男女が協力して家庭を築くことの大切さなど

について理解し，健やかな父性，母性を育むことが重要となっています。そのためには，関

係機関が連携して，子どもを生み育てること，親や家庭の役割など，子育てに関する意識の

啓発を行うとともに，子どもにとって安心できる家庭を築いていくことについて，早期から

学習する機会を提供する必要があります。 

施策を展開する今後の方向性 

○ 心身共に成長が著しく，人格形成にとって重要な時期である思春期において，子どもが心

身共により健やかに成長し，健やかな父性，母性を育むために，家庭，地域，育ち学ぶ施設，

企業，行政がしっかり結びつき，社会全体で子どもの育ちと子育てを支えていく必要があり

ます。そのためには，思春期の子どもを取り巻く支援者のネットワークシステムの構築が必

要です。 

○ 生涯を通じて健康を保持できるより良いライフプランを考えるためには，妊娠・出産等に

関する情報の提供が重要であり，医学的・科学的に正しい知識を身につけられる機会を積極

的に設けることが必要です。 

主な施策・取組 

● 学校保健・地域保健等の連携による思春期保健対策の強化 新規         

 

 

 

【現状と課題】 

○ 思春期は一生における心身の健康の基礎を形成し，身体的・精神的に自主性を育む大切な

時期です。 

○ 若い女性の無理なダイエットは，貧血，骨粗しょう症，月経不順などの原因となり，将来

の不妊や低体重児の出産など妊産婦や新生児の健康にも大きな影響を及ぼすことから，正し

い知識の普及や生活習慣の改善については，本人，保護者への積極的な啓発をはじめ，今後

も引き続き取り組まなければならない課題です。 

○ 思春期の子どもたちを取り巻く環境は多様であり，情報収集先も多様化していることから，

教育，医療，保健，福祉，家庭などが連携を図り，正しい知識の普及啓発を進めるとともに，

多分野からの総合的な支援体制を整備することが必要となっています。 

施策を展開する今後の方向性 

○ 思春期は，一生における心身の健康の基礎を形成し，身体的・精神的発達や自主性が育つ

大切な時期であることを踏まえ，家庭，地域，育ち学ぶ施設，企業，行政等と連携し，相談

体制の強化や健康教育の充実を図ります。 

第３章 子どもを安心して生み健やかに育てることのできるまちづくり 

（母子保健計画） 

（１）思春期における次世代を育む意識づくり（★） 

（２）思春期のこころとからだの健康づくり 
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○ 思春期の問題には，幼少時の生活習慣や，生活体験などが大きく影響していることを踏ま

え，子育て世代への教育も含め，一人ひとりが自らの健康をセルフケアできる視点をいかし

た取組を推進します。 

主な施策・取組 

● 学童・思春期から成人期に向けた保健対策の強化と健康教育の推進 

● 思春期のこころの健康問題への対応の充実 

● 保健センター，学校等教育関連施設，医療機関等，思春期に関わる関係機関の連携の強化 

                                        等 

 

 

 

【現状と課題】 

○ 妊娠・出産・産褥期は，短期間での大きな心身の変化に加えて，生まれてくる子どもに愛

情を注ぎ，育てるという人生の中での大きなライフイベントです。しかし，少子化，晩婚・

晩産化により，妊娠・出産・育児のイメージを持つことが容易でなく，多くの妊産婦が不安

を感じています。 

○ 少子高齢化，家族規模の縮小に加え，地域のつながりの希薄化等によって，妊産婦やその

家族を支える周囲の力が弱くなってきており，妊娠・出産・子育てに係る父母の不安や負担

が増えてきているため，社会全体で切れ目なく，妊産婦やその家族を支援する仕組みが必要

です。 

○ 晩婚・晩産化の影響により，不妊に対する悩みも増加しています。 

施策を展開する今後の方向性 

○ 妊娠，出産，子育てに係る父母の不安や負担が増えてきているため，妊産婦やその家族が

安心して妊娠・出産・育児の時期を過ごせるよう，より身近な場で切れ目のない妊産婦を支

援する仕組みが必要です。 

○ 不妊治療費の助成等，経済的な支援に加え，妊娠・出産に関する正確な情報が的確に提供

され，様々な情報に基づく判断がなされるよう，情報提供する仕組みづくりに取り組みます。 

主な施策・取組 

● 妊産婦の健康の保持増進のための支援 

● 妊産婦に優しい環境づくりの推進 

● 出産準備への支援と虐待の未然防止 

● 産後うつ病などの早期発見と対応の充実 

● 妊娠中からの口腔保健の推進 

● 不妊に対する支援の充実                           等 

 

 

 

【現状と課題】 

○ 京都市では，母子健康手帳の交付時に保健師がすべての妊婦と面接を行う妊婦相談事業の

ほか，妊娠中のこんにちはプレママ事業，産後４か月までの家庭を対象に行う新生児等訪問

指導事業（こんにちは赤ちゃん事業）といった家庭訪問事業，さらには，出産直後の心身の

（３）安心して妊娠・出産できる環境づくり（★） 

（４）乳幼児の健やかな発育・発達と育児不安を軽減するための支援（★） 
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ケアが必要であり，支援が受けられない母子を対象とした「スマイルママ・ホッと事業（産

後ケア事業）」など，妊産婦等への支援ニーズを踏まえた，妊娠期から子育て期までを総合的

に支援する取組を進めています。 

○ 妊娠・出産・育児において，父親の役割は増大しており，母親だけではなく，父親への支

援も必要です。就労している父親も多く，就労している母親も含めて，社会全体への意識啓

発等の取組が必要です。 

○ 子どもの育てにくさについては，一部に発達障害などの要因も考えられ，乳幼児健康診査

において，支援の必要な子どもの早期発見と適切な支援につなぐことが必要です。 

施策を展開する今後の方向性 

○ 妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援の拡充とともに，父親の育児参加が更に広が

るよう意識の向上を図る取組を進めます。 

○ 親子が心身共に健やかに育つために，保健分野のみではなく，家庭，学校，地域，職場，

企業その他の社会のあらゆる分野と連携し，子育てしやすい地域づくりの取組を推進します。 

○ 子どもの育てにくさについては，乳幼児健康診査での早期発見と適切な支援を行い，育て

にくさに寄り添う支援に取り組みます。 

主な施策・取組 

● 父親の育児参加の推進（父親への育児支援対策） 

● 見守り育む地域づくり，親子の健康づくり 

● 養育上の問題を抱える家庭への支援 

● 乳幼児からの歯と口の健康づくりの推進 

● 必要な人に届く子育て支援情報の発信 

● 育てにくさを感じる親への支援 

● スマイルママ・ホッと事業（産後ケア事業） 新規（推進中） 

● 母親の育児不安の軽減と孤立化の防止 

● 乳幼児健康診査における保育園（所）・児童館との連携等 新規（推進中）    等 

 

 

【現状と課題】 

○ １歳から１５歳未満までの死因の第１位は，不慮の事故となっています。保護者が適切な

事故防止策と事故時の対処法を学ぶことにより，子育てに対する安心感が高まります。 

○ 京都市では，乳幼児健康診査や新生児等訪問指導事業（こんにちは赤ちゃん事業）の面接・

訪問，子ども保健医療相談・事故防止センター「京（みやこ）あんしんこども館」における

各種事業により，妊娠前から事故防止に対する意識を高め，出産後の育児が安心して行える

ように取り組んでいます。 

施策を展開する今後の方向性 

○ 今後も引き続き，子どもの事故防止対策を図るために，積極的な情報収集・分析を行うと

ともに，保護者や子どもに関する施設の関係者等が，子どもの病気や事故について，適切に

判断，対応するために必要な知識や技術の普及・啓発を図ります。 

主な施策・取組 

● 小児救急医療体制の充実 

（５）子どもの病気や事故に的確に対応できる体制の充実（★） 



 

14 

 

● 子どもの事故防止と応急手当に関する取組の充実 

● 妊娠期からの事故・病気の予防 

● 障害のある子どもや長期療養児の支援の充実                  等 

 

 

【現状と課題】 

○ 近年，子どもの食をめぐっては，栄養摂取の偏り，朝食の欠食，小児期における肥満の増

加，思春期におけるやせの増加など，問題は多様化，深刻化しています。 

○ 子どもが成長していく過程で，親をはじめ，子どもの食に関わる人々に対し，子どもの“食

べる力”を育んでいくための支援をしていく環境づくりが必要です。 

施策を展開する今後の方向性 

○ 児童期から思春期においては，食の体験を通じて食の大切さを実感したり，正しい選択，

判断を身につけていく時期であり，それぞれの発達段階に応じた，食育を推進することが必

要です。 

○ 家庭が食育において重要な役割を有していることを再認識するため，親世代には健全な食

生活が実践できるよう情報提供をするとともに，子どもに対して食育の担い手となるよう支

援していく取組が必要です。 

主な施策・取組 

● 「早寝早起き朝ごはん」の推進 

● 妊娠期から授乳期，子どもの発達段階に応じた食育の推進            等 

 

 

 

 

【現状と課題】 

○ 京都市では，「安心して子どもを生み育てられるまち・京都」を実現するため，子育て環境

の充実を市政の最重要課題に位置付け，全力で取組を進めてきました。 

  とりわけ，保育所待機児童の解消に向けては，子育て家庭の保育ニーズにしっかりと応え

るため，現行プラン計画期間の５年間で，合計６０箇所の民間保育園の新設・増改築等によ

る整備をはじめとして，１６箇所の昼間里親の新設，６箇所の小規模保育事業等の新設，幼

稚園における保育ニーズに応えるための預かり保育の充実，福祉事務所におけるきめ細かな

情報提供や入所調整など，保育園（所），幼稚園関係者等の御協力のもと，様々な取組を実施

しています。 

○ その結果，保育所入所児童は，２０１０（平成２２）年４月の２６，６１３人から     

２，２５５人増加し，２０１４（平成２６）年４月には過去最高の２８，８６８人となり，

関西の政令市で初となる「待機児童ゼロ」を達成しました。これに伴い，小学校入学前児童

に占める保育所入所児童の割合も過去最高の４３．５％となり，他の政令市平均（３１．６％）

を大きく上回っています。 

○ 待機児童ゼロの達成により，保育に対する市民の期待・保育ニーズがこれまで以上に高

まることが予想されることから，２０１５（平成２７）年４月に向けては，過去の取組を大

（６）望ましい食生活を育むための環境づくり 

第４章 安心して子育てできる幼児教育・保育の充実 

（１）幼児教育・保育の提供体制の確保及び質の向上（★） 
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幅に上回る７３０人分の受入枠拡大を図るなど，待機児童ゼロの継続に向けて，更に取組を

強化しているところです。 

○ このような幼児教育・保育の「量の拡充」の取組と併せて，更に質の高い幼児教育・保育

を提供するため，保育士，幼稚園教諭，保育教諭等の人材を確保し，質の向上を図るなど，

「質」，「量」両面にわたる一層の充実が求められています。 

施策を展開する今後の方向性 

○ 従来からの民間保育園の整備を中心とした幼児教育・保育の提供体制の確保に加えて，幼

稚園をはじめとした地域資源を積極的に活用し，預かり保育や小規模保育事業等をこれまで

以上に積極的に充実するといった取組により，更なる「量の拡充」を図っていきます。 

○ また，子どもの健やかな成長を保障するために，質の高い幼児教育・保育を安定的に提供

するとともに，幼児教育・保育の取組の成果を小学校以降の学童期に適切に引き継ぐための

取組を推進していきます。このため，幼稚園教諭，保育士，保育教諭等の人材育成や安定的

な人材確保，資質の向上に取り組みます。 

○ 「質」，「量」両面の幼児教育・保育の充実により，利用者が自らのニーズに合ったサービ

スを的確に選択できるよう，きめ細かな情報提供や利用調整等の利用者支援をより一層推進

していきます。 

主な施策・取組 

● 保育所「待機児童ゼロ」を継続するための取組 新規（推進中） 

● 認可保育所の整備による受入児童数の拡大 

● 幼稚園における保育が必要な児童等の受入れの推進 

● 小規模保育事業等の地域型保育事業の実施・推進 新規 

● 人材確保に向けた取組の推進 新規（推進中） 

● 幼児教育・保育の一体的提供 新規 

● 幼児教育・保育の「質の向上」に向けた取組                  等 

 

 

【現状と課題】 

○ 京都市では，増加・多様化する幼児教育・保育ニーズに柔軟に対応するために，保護者の

ニーズに応じたきめ細かな保育時間の設定や延長保育，夜間保育，一時保育，幼稚園におけ

る預かり保育，病児・病後児保育等，利用者の視点に立った多様な幼児教育・保育の拡充に

取り組んでいます。年々利用実績が増加していることなどを踏まえ，更なる充実に努める必

要があります。 

○ 幼稚園や保育園（所），認定こども園等においては，職員の専門性をいかし地域における子

ども・子育て支援の中核的な役割を担うことが期待されており，保護者のみならず地域の人々

との協働による支援や見守り活動への参画等を通して，在宅で子育てを行う家庭も含め，幅

広い子育て家庭への支援が求められています。 

○ 子ども・子育て支援新制度においては，障害のある児童の受入促進を図るための施策が充

実されることも踏まえ，障害等の状況に応じたきめ細かな支援を受けながら幼児教育・保育

を利用できるよう，より一層環境を整えていく必要があります。 

施策を展開する今後の方向性 

○ 子どもや子育て家庭の置かれた状況，幼児教育・保育の提供区域のバランスや利用状況等

（２）多様な幼児教育・保育の提供及び質の向上（★） 
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を踏まえ，市民の利用ニーズに対応できるよう，多様な幼児教育・保育の「量の拡充」に取

り組みます。 

○ 幼稚園・保育園（所）・認定こども園等の職員の専門性をいかした地域の子育て支援の充実

に取り組むなど，更なる「質の向上」を図ります。 

○ 利用者が自らのニーズに合う幼児教育・保育を選択できるよう，利用調整や情報提供等を

行う利用者支援に取り組んでいきます。 

主な施策・取組 

● 延長保育事業（時間外保育事業）の充実 

● 一時預かり事業の充実 

● 病児・病後児保育事業の充実 

● 休日保育・夜間保育の実施 

● 幼稚園，保育園（所），認定こども園等における地域子育て支援の充実 

● 障害がある児童等の保育の充実                        等 

 

 

 

【現状と課題】 

○ 京都市では，広く地域の児童を対象とした「自由来館機能」と昼間留守家庭児童を対象と

した「学童クラブ機能」を有する一元化児童館について，市民の身近な場所での整備を進め，

現行プランの５年間で１９館を新たに開館しました。これにより，２０１３（平成２５）年

４月に現行プランに掲げる１３０館の設置目標を達成し，おおむね児童の日常生活圏におい

て事業を実施しています。 

○ 学童クラブ事業については，一元化児童館の１３０館のほか，児童館分室９箇所，学童保

育所９箇所，放課後ほっと広場８箇所，地域学童クラブ１１箇所の計１６７箇所で事業を実

施しています。これにより，２０１４（平成２６）年４月には，登録児童数は９，８１９人

となり，２０１２（平成２４）年４月以降３年連続で「待機児童ゼロ」を達成しています。 

○ 子ども・子育て支援新制度においては，学童クラブ事業の対象が小学校３年生（障害のあ

る児童は小学校４年生）までから小学校６年生までに拡大されるとともに，各市町村におい

て条例により学童クラブ事業の設備・運営に関する基準を定めることとされ，「面積（児童  

１人につきおおむね１．６５㎡以上）」，「支援の単位（一の支援の単位を構成する児童の数は

おおむね４０人）」及び「支援の単位ごとに２名以上の職員の配置」などの基準に基づいた学

童クラブ事業の運営のための体制整備が必要となっています。 

○ 放課後まなび教室は，全学年を対象に，全小学校区において実施しており，学童クラブ事

業と同様に放課後の児童の安全・安心な居場所として大きな役割を果たしています。 

施策を展開する今後の方向性 

○ 児童館においては，今後も引き続き，子育ての不安や悩み等を抱える保護者同士が気軽に

集い交流できる場となるよう，取組を進めていきます。また，中高生を中心とした思春期児

童の自主的な活動につながる取組の実施などにより，更なる利用促進を図っていきます。 

○ 学童クラブ事業については，共働き家庭の増加や対象年齢の拡大に伴い登録児童が増加す

ることが予想される中，子ども・子育て支援新制度における面積基準を満たした運営を確保

第５章 放課後の子どもたちの居場所づくり（放課後子ども総合プラン）（★） 
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しながら，登録児童の増加に対応していくため，現在の施設で必要な面積を確保できない場

合には，必要に応じて新たに小学校の余裕教室の活用を検討するなど，実施場所の確保を図

ります。また，登録児童数や昼間留守家庭児童数の動向を見極めながら，必要に応じて児童

館分室，放課後ほっと広場，地域学童クラブ事業の設置を検討するなど，受入体制の確保に

努めます。さらに，児童数おおむね４０人の支援の単位ごとに，２人以上の職員（うち 1 人

は放課後児童支援員の資格のある職員）を配置する必要があるため，利用する児童数に応じ

て，新たに職員を配置するなど，必要な体制を整備するとともに，新任職員への研修の実施

や資格のない職員に対する資格取得支援等，職員研修の充実を図り，質の向上に努めていき

ます。 

○ 障害のある児童の受入れについては，登録児童数の増加に対応するための介助者確保に向

けた取組をより一層推進するとともに，研修の充実による職員や介助者の質の向上を図り，

受入体制の充実を図ります。 

○ 「放課後まなび教室」と「学童クラブ事業」の連携については，両者を融合した「放課後

ほっと広場」の実施を拡大するなど，引き続き，きめ細かな放課後児童対策を推進し，子ど

もたちの安全な活動場所の確保を図ります。 

主な施策・取組 

● 児童館等の地域での子育て支援機能の充実 

● 児童館における中高生を中心とした次世代育成事業の推進 

● 子ども・子育て支援新制度のもと，学童クラブの待機児童ゼロの継続と事業の質の向上 

新規（推進中） 

● 学童クラブ事業及び放課後ほっと広場の充実 

● 学童クラブ事業における障害のある児童の受入促進 

● 放課後まなび教室の推進 

● 学童クラブ事業と放課後まなび教室の連携                   等 

 

 

 

 

 

ア 開かれた学校づくりの推進 

【現状と課題】 

○ １８６９（明治２）年に町衆が私財を出し合い，日本で初めて地域制小学校を設立し

た歴史がある京都では，これまでから市民ぐるみ・地域ぐるみの教育を進めており，学

校と家庭・地域との相互の信頼関係を基盤として，生き方探究教育や伝統文化教育，環

境教育，食育，自然体験活動など，京都ならではの教育活動を展開しています。 

○ 今後，市民との共汗でまち全体を子どもたちの学びと育ちの場とし，また，参画して

いただいた方々同士の交流や連携を更に進めることが重要です。 

施策を展開する今後の方向性 

○ 京都のまちに息づく「地域の子どもは地域で育てる」という教育風土をいかし，更に地

域ぐるみ・市民ぐるみの教育を推進します。 

第６章 伝統と文化を受け継ぎ，次代と自らの未来を切り拓く子どもたちをはぐく

むまちづくり 

（１）開かれた学校づくりと市民ぐるみ・地域ぐるみで進める教育 
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○ 学校と家庭・地域が相互に信頼を高め合う関係を構築するとともに，学校を核として，

保護者，地域，経済界，更に大学，ＮＰＯ，ボランティア等，幅広い市民の方々との連携

を更に進めます。 

主な施策・取組 

● 産学公連携の推進，市民や学生ボランティア等との連携による教育活動の充実  

● 地域・保護者等が参画する「学校運営協議会」，「学校評価システム」の取組 

● 土日祝日の学びの場である「みやこ子ども土曜塾」の展開           等 

イ 地域・各団体と連携した「子どもを共に育む京都市民憲章（愛称：京都はぐく

み憲章）」の普及・実践 

【現状と課題】 

○ 教育・保育や青少年育成団体，経済界，マスコミなど１１２もの団体（２０１４（平

成２６）年６月現在）が参画する「人づくり２１世紀委員会」（１９９８（平成１０）年

２月発足）をはじめとした団体等と連携し，具体的な取組を通して，家庭，地域，育ち

学ぶ施設，企業，行政など，社会のあらゆる場で「子どもを共に育む京都市民憲章（愛

称：京都はぐくみ憲章）」の普及・実践に努めています。 

施策を展開する今後の方向性 

○ 「京都はぐくみ憲章」の更なる周知を図り，その理念が家庭，地域，育ち学ぶ施設，企

業，行政など，社会のあらゆる場で普及・実践できるよう，学校を核として，家庭，地域，

経済界，大学，ＮＰＯ，ボランティア等，幅広い市民の方々との連携を進めます。 

主な施策・取組 

● 「京都はぐくみ憲章」の普及と憲章の理念に基づく実践の推進 

● 人づくり２１世紀委員会の取組を核とした地域活動の一層の推進        等 

 

 

ア 確かな学力の向上と創造性豊かな子どもの育成 

【現状と課題】 

○ 京都市では，「一人ひとりの子どもを徹底的に大切にする」という教育理念を掲げ，小

中一貫教育を軸とした校種間連携や，保護者・市民，産業界や大学等との連携のもと，

子どもたちの確かな学力と豊かな創造性の育成に向け，様々な取組を進めています。 

○ 近年，学校から社会・職業への円滑な移行や若者の社会的・職業的自立が社会的な課

題となっており，教育活動全体を通して，京都市独自のキャリア教育「生き方探究教育」

を推進しています。 

施策を展開する今後の方向性 

○ 小中学校９年間の指導内容を系統立てた小中一貫カリキュラムに基づく教科指導の充実

と，家庭と連携した生活習慣の確立や家庭学習の充実の両面で学力向上に努めるとともに，

子どもたちが身につけた知識や技能を活用できるよう，学校，家庭，地域等との連携のも

と，自ら課題を見つけ，学び考えて問題を解決する探究型の学習を推進します。 

主な施策・取組 

● 自学自習の習慣化を図る「京まなびプロジェクト」，校種間連携・小中一貫教育の推進 

（２）確かな学力・豊かな心・健やかな体の調和のとれた育成（★） 
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● 社会的・職業的自立に向けた生き方探究教育の充実 

● グローバル人材の育成に向けた英語教育等の充実 

● 京都ならではの伝統文化教育等の推進，理数教育・環境教育の推進 

● 「第３次京都市子ども読書活動推進計画」を踏まえた魅力ある学校図書館づくりの推進 

● 幼児教育の充実                              等 

イ 心身共に健全でたくましい子どもの育成 

【現状と課題】 

○ 子どもたちの自尊感情や規範意識の低下が懸念される中で，自己肯定感やルール・法

を守る意識を高めるとともに，命を重んじ，互いを認め支え合うことの大切さを学ぶこ

とにより，地域を大切にする心や公に資する態度，社会性を育むことが求められていま

す。 

○ いじめ，暴力行為などの問題行動，不登校や児童虐待，さらに，薬物乱用や喫煙・飲

酒等の防止，ＨＩＶ感染対策やインターネットやスマートフォン等対策など，子どもた

ちを取り巻く社会的課題への対応については，学校・家庭・地域，関係機関等が一層連

携し，総合的かつ継続的に取り組むことが重要です。 

○ 子どもたちがスポーツに親しむための取組の充実や望ましい生活習慣の確立が求め

られています。 

施策を展開する今後の方向性 

○ あらゆる教育活動において，ルールや法の重要性について，子どもたちの自覚を促すと

ともに，より良い生活や人間関係を築けるよう子どもたちの絆づくりに取り組み，家庭・

地域・関係機関との連携により，いじめや暴力行為等の未然防止に努めます。 

○ 健やかでたくましい子どもの育成に向け，学校・家庭・地域が一層連携し，子どもたち

自身が自らの心身の健康について考え，望ましい生活習慣を育成できるよう，運動やスポ

ーツの実践，食育等の充実を図るなど，子どもへの支援を推進します。 

主な施策・取組 

● 長期宿泊・自然体験活動の全小学校実施 

● 道徳教育，人権教育の推進 

● いじめ防止等の取組 

● 児童生徒等への支援・相談の実施，不登校児童生徒に対する取組 

● 子どもの体力向上の取組，食育の推進 

● エイズ・性感染症等予防，薬物乱用防止対策，インターネットの課題対策の推進 等 

ウ 障害のある子どもの教育の充実 

【現状と課題】 

○ 総合支援学校・普通学級の子どもたちの障害の重度化・重複化等や普通学級に在籍す

る発達障害等の支援の必要な子どもへの対応など，子どもたちの卒業後の進路を見据え

ながら，社会的参加や自立を目指した，きめ細かな支援に取り組んでいます。 

○ 国において，障害のある子どももない子どもも共に学ぶインクルーシブ教育の理念に

基づき，一人ひとりの子どもに最も適した教育を提供できる，多様で柔軟な連続性のあ

る学びの環境整備が検討されており，国の動向を踏まえた総合育成支援教育のあり方を

検討し，取組を推進する必要があります。 
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施策を展開する今後の方向性 

○ 子どもや保護者の願いと教育的ニーズに応じた就学相談・教育支援を行うとともに，す

べての就学前施設で実施している「就学支援シート」の活用等による就学期における情報

の共有化，重層的な支援に努めます。  

○ 総合支援学校や育成学級，通級指導教室等をはじめとする多様な学びの場の充実を図り

ながら，「個別の指導計画」や「個別の包括支援プラン」等を策定し，個々の子どもの状況

に応じた教育を推進します。 

○ 学校での学習と企業での長期実習を組み合わせた「デュアルシステム」や進路指導等の

充実を図ることにより，総合支援学校高等部生徒の企業等就労をはじめ，進路開拓に向け

た取組を積極的に推進します。 

主な施策・取組 

● 「就学支援シート」の活用等による切れ目のない支援の推進や「個別の指導計画」等に

よる発達段階に応じた指導の充実 

● ＬＤ（学習障害）等通級指導教室の拡充など，支援を要する子どもへの学習支援の充実 

● 企業での長期実習の取組など，総合支援学校における職業教育や進路開拓の充実 等 

 

エ 魅力ある高校づくりの推進 

【現状と課題】 

○ 京都市立高校では，時代の変化に対応した教育内容の充実を図るとともに，生徒一人

ひとりの進路希望の実現を図るため，多様な学科・コース等を設け，各学校それぞれが

創意工夫を凝らした教育活動を展開してきました。 

○ 中学生が自らのキャリア形成に向けて，目的意識を持って主体的に高校を選択できる

よう，普通科の類・類型制度の廃止や総合選抜制度に代えて単独選抜制度を導入するな

ど，大きな改革を行いました。 

○ 市立高校においては，グローバル化・多様化が進む社会の中で，生徒自らが未来を切

り拓くことのできる力を育成し，一人ひとりの個性が輝く教育活動をより一層推進でき

るよう，更に魅力ある高校づくりを進めることが求められています。 

施策を展開する今後の方向性 

○ めまぐるしく変化する社会ニーズに対応し，力強く未来を切り拓いていく力を育成でき

るよう，魅力ある高校づくりを進めます。また，「ものづくり」，「まちづくり」を通して社

会に貢献する人材の育成に向け，新たな工業高校を創設するなど，引き続き生徒たちの多

様な進路実現を保障するため，教育内容の更なる充実を図ります。 

主な施策・取組 

● 進路希望の実現を目指す特色ある高校づくり 

● 文化芸術の担い手の育成 

● 新しい工業高校の創設・教育活動の推進 

● 定時制単独高校の創設に向けた検討                     等 
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ア 安心安全でゆとりとうるおいのある学校づくりの推進 

【現状と課題】 

○ 学校では，年間を通した「学校安全計画」を毎年策定し，学校施設の安全管理と防犯

の取組，また，子ども自らが身の周りの危険を回避し，安全に行動できることを目指し

た安全教育を一体的に推進しています。また，警察署，土木事務所等との連携による安

全な通学路の確保に向けても継続的に取り組んでいます。 

○ 学校施設については，小中学校の耐震補強をほぼ完了し，全普通教室の冷房化なども

積極的に進めてきました。今後，児童生徒が増加した時期に建築し，改築時期を迎える

多くの学校施設を有している状況を踏まえ，施設の長寿命化改修，ＣＯ２排出量の削減な

ど環境に配慮した改修や耐震性能の向上，災害時を想定した避難所施設としての機能向

上等の取組を進めています。 

施策を展開する今後の方向性 

○ かけがえのない子どもの命を守る，また，子どもたちが自他の命を大切にする「命を守

り，育む」防災教育・安全教育に取り組み，子どもの命を守り切るため，学校における安

全管理を徹底します。さらに，学校施設の整備により安全性を確保するとともに，ゆとり

とうるおいのある教育環境づくりを進めます。 

主な施策・取組 

● 副読本「安全ノート」等の活用による安全教育の推進，学校安全の手引等に基づく安全

管理の徹底 

● 学校防災マニュアルを踏まえた学校における防災教育の推進 

● 学校施設の長寿命化・防災機能強化の推進  

● 学校トイレ整備の推進                           等 

 

イ きめ細かな指導による子どもたちの教育の充実 

【現状と課題】 

○ 子どもたちの教育の充実には，熱意溢れる教職員による指導の充実が不可欠であるこ

とから，京都市では，研修や教員の意欲喚起を図る制度等の充実に努め，教職員の指導

力の向上に取り組んでいます。 

○ 京都市独自予算での小学校２年生での３５人学級，中学校３年での３０人学級の実施

や総合育成支援員の配置など，教育環境の充実に努めています。 

施策を展開する今後の方向性 

○ 子どもたちの最大の教育条件である教職員の資質・指導力向上に向けた取組を一層推進

し，少人数教育等に取り組むことにより，きめ細かな指導を図り，子どもたちの教育の充

実を進めます。 

主な施策・取組 

● 若手・中堅教職員の育成や授業改善に向けた校内研修の充実など，教職員の資質・指導

力向上の取組の推進 

● 少人数教育等の推進                            等 

 

（３）子どもたちの「学び」を支える教育環境の充実（★） 
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ア 親とこれから親になる青少年世代への働きかけ 

【現状と課題】 

○ 少子化の進行や家族形態の変化，地域のつながりの希薄化等に伴い，身近に相談でき

る相手がいないなど，子育てが孤立する中，子どもが基本的な生活習慣や倫理感，豊か

な情操，社会的なマナー等を身につけるうえで重要な役割を果たす，家庭の教育力を高

めるための働きかけが求められています。 

○ これから親になる青少年世代についても，自らが親となるまでに親としての心構えや

喜び，子育てに必要な知識等を学ぶ機会が減少しており，これらの経験を増やすことで，

親になったときの不安感や孤立感の解消に効果的であると考えられています。 

施策を展開する今後の方向性 

○ 「子どもを育む喜びを感じ，親も育ち学べる取組」をあらゆる機会で体験できるように

拡充し，子育て支援の取組等に「参加してほしい人が参加しない」現状の改善に向け，積

極的な働きかけを進めていきます。 

○ 中学校において，青少年が命の大切さや子育て，家族の素晴らしさについて学ぶ機会を

拡充します。 

主な施策・取組 

● 「子どもを共に育む『親支援』プログラム」の実践・推進            

● 「青少年のための親学習プログラム」の推進 

● インターネットの危険性から子どもを守る取組の推進             等 

イ 家庭教育と子育て支援 

【現状と課題】 

○ 近年，保護者の育ちを支える人間関係が弱まり，多くの家庭が子育てについての悩み

や不安を抱えている状況にあります。 

○ 各地域では，ＰＴＡやＮＰＯ，行政等による保護者の交流の場づくりや各種子育て講

座等が多数開催され，さらに，乳幼児の子育て支援として，幼稚園や保育園（所），子

ども支援センター，こどもみらい館等で「相談事業」等の取組が推進されるなど，保護

者が子育てや家庭教育に関する学習，相談をすることができる機会や体制が広がってい

ます。 

施策を展開する今後の方向性 

○ 子育てに喜びを感じられる社会の構築のためには，男女が共に子育てに関わり，仕事と

の両立を実現し，さらには地域のつながりのために貢献できる「真のワーク・ライフ・バ

ランス」を推進することが重要であり，地域住民，育ち学ぶ施設，行政，ＮＰＯ，企業等

の協働による家庭教育支援の活性化を図ります。 

主な施策・取組 

● 行動するＰＴＡ，父親の子育て参加を推進するおやじの会の取組の充実 

● ＯＫ（Ｏ：おやじの／Ｋ：子育て参加に理解がある）企業の普及・啓発 

● 温もりのある地域社会づくりの推進 

● 乳幼児の子育て総合推進拠点「こどもみらい館」での取組の充実  

● 「預かり保育」等幼稚園での子育て支援の充実                 等 

（４）親と親になる世代への働きかけ，家庭教育の充実・支援（★） 
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【現状と課題】 

○ 地域における人間関係の希薄化やインターネット・スマートフォンの普及による情報化の

著しい進展など，社会環境の大きな変化は，青少年の育成環境や行動スタイルにも大きな影

響を及ぼしており，薬物乱用，非行などの問題行動，エイズをはじめとする性感染症の青少

年への広がりの問題のほか，近年では，スマートフォンを通じたソーシャルメディアの不適

切利用等が新たな問題となっています。 

○ いわゆる「ひきこもり」や「ニート」と呼ばれる若者に代表される，社会的自立が遅れ，

孤立する青少年の増加が社会問題となっていますが，そのきっかけは，学校教育段階でのつ

まずきや家庭問題など様々な要因が複合的に存在していることが多く，関係機関が連携して

総合的・継続的な支援を行うことが求められています。 

施策を展開する今後の方向性 

○ 様々な体験や社会参加の機会を提供し，青少年の自主的な活動を促進していきます。 

○ 地域社会全体で青少年を見守り，育てる意識を高めるとともに，地域における青少年の活

動の場を整備するなど，社会全体で青少年を支援する体制づくりに努めます。 

○ 様々な問題を背景として，ニート，ひきこもり，不登校などの困難な状況にある子ども・

若者に対しては，教育，福祉，保健，医療，雇用等の幅広い関係機関が連携しながら，早期

からの総合的・継続的な支援を行っていきます。 

主な施策・取組 

● 青少年の意見を市政やまちづくりに反映する取組や青少年活動センターでの成長支援，交

流促進の取組などによる青少年の自主的な活動の促進 

● 地域資源を活用した青少年の「集いの場」づくりなどによる地域社会全体で青少年を支援

する体制づくりの推進 

● 子ども・若者総合支援事業や若者サポートステーション事業による課題を抱える子ども・

若者への総合的支援の推進                           等 

 

 

 

 

ア 児童虐待対策 

【現状と課題】 

○ 児童相談所に寄せられた新規の児童虐待相談・通告件数及び事実確認・各種調査等の

結果，児童虐待と認定した件数は年々増加しています。この大きな要因は，児童虐待に

ついての社会的な関心が高まり，早期の段階で相談・通告が行われているものと考えら

れますが，家族規模の縮小による世帯構造の変化や地域のつながりの希薄化等による家

庭や地域の養育力の低下，子育てに対する不安や負担感の増大，子育ての孤立化等が背

景にあると考えられます。 

○ こうした家庭を見守り，支援を行っていくため，行政が十分な施策を講じることと併

せて，地域とつながるきっかけづくりをより一層進め，社会全体で子どもを育む環境を

第７章 支援を必要とする子どもや家庭を大切にするまちづくり 

（１）児童虐待対策・少年非行対策の推進 

（５）青少年の自主性と創造力を育むまちづくり 
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つくり上げていくことが必要です。 

○ また，親権に関する民法等の改正等，児童の権利擁護のための法制度が整いつつある

ことを踏まえ，児童相談所等の体制・機能の強化を図りながら，より一層の取組を進め

ていくことが求められています。 

施策を展開する今後の方向性 

○ 児童虐待対策を推進するため，児童相談所をはじめとする行政機関が施策を充実してい

くことに加え，引き続き市民一人ひとりの児童虐待に対する意識の向上を促すための啓発

や，子育て家庭と地域や子育て関係機関とのつながりを強め，子育てを地域や社会で見守

る仕組みづくりを進めます。また，関係機関の対応力の強化を図り，多角的に支援するた

め，相互に十分な連携を図ることができる仕組みづくりをより一層進めていきます。 

主な施策・取組 

● 地域住民・関係機関への啓発や児童虐待未然防止対策としての母子保健事業の実施，子

育て支援事業の充実等，児童虐待の未然防止の取組の推進 

● 児童相談所の体制及び機能の強化，関係機関相互の連携強化による早期発見・早期対応

及び被虐待児等の保護と家族再統合・自立支援の取組の推進           等 

 

イ 少年非行対策 

【現状と課題】 

○ 京都市の児童相談所へのぐ犯・非行相談は，近年減少傾向にありますが，年度によっ

て増減があり，約５年前と比較すると増加していることから，状況が改善されていると

は言い難い状況にあります。 

○ また，京都府において刑法犯で検挙された少年のうち，約半数（４４．１％）が再犯

であり，全国の再犯率を上回っています。 

○ 少年非行については，早期の段階で把握し，対応するとともに，再犯を防止するため，

関係機関が十分に連携しながら取組を進めていくことが必要です。 

施策を展開する今後の方向性 

○ 少年非行対策としては，引き続き少年非行に関する相談機関や関係団体との連携を深め

るとともに，家庭・地域との連携強化を図ることで，未然防止と早期発見，早期対応に取

り組みます。 

主な施策・取組 

● 少年非行に関わる相談機関や関係団体との連携や家庭・地域との協力による非行の防止

や早期対応                                 等 

 

 

 

 

【現状と課題】 

○ 乳児院や児童養護施設には，虐待を受けた子どもや発達障害等の障害のある子どもなど，

専門的なケアを必要とする子どもが多く入所しており，様々な専門性を有する職員を配置し

た施設として果たすべき役割は依然として大きいと言えます。また，京都市の虐待相談・通

告件数が増加している現状を踏まえると，施設入所の必要な子どもが減少しているとは言い

（２）被虐待児をはじめとした養護等が必要な子どもの福祉 

（京都市家庭的養護推進計画） 
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難いと考えられます。 

○ 子どもの養育は，その子どもが将来，家庭生活を築くうえでのモデルとすることができる

よう，親を中心とする特定の大人との愛着関係のもとで，安心感，自己肯定感，信頼感を育

むとともに，人間関係や地域社会での社会性を養うことが重要です。 

○ このため，今後，施設における養育についても，本体施設の小規模化や施設全体の小規模

グループケア化，グループホームの設置推進等により，可能な限り家庭的な養育（家庭的養

護）が実践できる環境を作っていくことが求められています。 

○ 併せて，施設は里親支援や地域の子育て支援，児童の自立支援，家族支援の機能強化を図

ることにより，社会的養護の地域の拠点となることが求められており，これらに係る取組に

ついても推進していくことが必要です。 

○ また，京都市の里親等委託率は年々増加していますが，全国平均を依然として下回ってい

ることから，より一層里親等への委託の推進を図っていくため，里親制度の社会的認知度の

向上を図るとともに，里親登録数を増やしていく取組や，委託を受けている里親等からの相

談対応等，里親を支援する取組についてもより一層充実していくことが必要です。 

○ さらに，母と子どもが生活を共にしながら支援を受けることができる母子生活支援施設を

はじめ，乳児院・児童養護施設以外の社会的養護に関する施設，一時保護所についても，そ

れぞれの特性や状況を踏まえ，支援の質の向上に向けた取組を進めていく必要があります。 

施策を展開する今後の方向性 

○ 被虐待児をはじめとした養護等が必要な子どもが，家庭的な環境の中で特定の大人との継

続的で安定した愛着関係のもとで養育され，人間関係や地域社会での社会性を身につけるこ

とができるよう，里親やファミリーホームへの委託を推進するとともに，施設養護において

も養育単位の小規模化を図ります。 

○ 併せて，里親等については，支援体制の充実等により安定的な養育環境を整えることを，

施設については，児童への専門的ケアや自立支援，家族支援，地域支援の充実等により社会

的養護の地域の拠点としての役割を担うことを目指します。 

○ さらに，２０２９（平成４１）年度までの１５年間にわたる京都市の方針を「京都市家庭

的養護推進計画」として定め，前期計画部分（５年間）を本プランに盛り込み，主体的かつ

積極的に取組を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な施策・取組 

● 本体施設の小規模化と施設機能の地域分散化の推進 

● 本体機能の高機能化と里親支援，地域支援等の推進 

● 里親登録・里親等への委託の推進，里親支援の充実               等 

 

京都市家庭的養護推進計画（2015（平成 27）年度～2029（平成 41）年度） 

国が２０１１（平成２３）年７月に取りまとめた「社会的養護の課題と将来像」に掲

げられた目標を達成するために策定するものです（国の通知では，都道府県ごとに策定

することとされています。）。 

・本体施設：グループホーム：里親等≒１：１：１（里親等委託率約３０％）を目指す。 

・本体施設は全体を小規模グループケア化するとともに，専門性の向上等による高機能

化を目指す。 

・全施設が地域支援・退所者支援等に取り組み，地域の子育て支援の拠点となることを

目指す。 
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【現状と課題】 

○ 障害相談件数は増加の一途をたどっており，近年は自閉症スペクトラムや学習障害（ＬＤ），

注意欠如／多動性障害（ＡＤ／ＨＤ）等の発達障害に関する相談が増加しています。 

○ 保護者からの相談を受け付けた場合，発達検査を実施し，助言指導を行うほか，必要に応

じて療育施設の紹介や医学診断も行っています。 

○ 京都市では第二児童福祉センターの設置等による相談体制の強化や医師の増員，療育体制

の充実を図っているところですが，これを上回る障害相談件数の増加や診断等の希望者の増

加により，診断の待機や新規利用までの療育待機期間が長期化傾向にあることから，更なる

強化・充実を図る必要があります。 

施策を展開する今後の方向性 

○ 障害や疾病のある子どもが可能性を最大限に伸ばし，自立し社会参加していく力を育むた

め，「気になる」段階で早期に発見し，ノーマライゼーションの観点を踏まえながら，成長や

発達の各段階においてきめ細かな支援を行うとともに，家族に寄り添った支援により，保護

者の負担を軽減し，子どもを安定的に養育できる環境を整えていきます。 

○ また，支援が途切れることなく継続的に行われるよう，関係機関の十分な連携を図ってい

きます。 

主な施策・取組 

● 保健センター，児童福祉センター，地域における早期発見・早期支援の取組の推進 

● 療育支援体制や障害のある子どもの保育等，小学校入学前の児童等への支援の充実 

● 総合支援学校や小学校，中学校等及び放課後等における就学後の児童等への支援の充実 

● レスパイト支援体制の強化等の家族への支援の充実 

● 切れ目のない支援，長期療育への支援の推進     

● 障害児施設における子どもに対する支援の質の向上               等 

 

 

 

【現状と課題】 

○ 京都市のひとり親家庭数は増加傾向にあり，２０１３（平成２５）年度の推計世帯数は母

子家庭で２０，８６０世帯，父子家庭で２，３１０世帯となっており，５年前と比較すると

母子家庭，父子家庭共に増加しています。 

○ 子どもの養育において，他に頼る家族，親族が少ないひとり親家庭にとっては，仕事等で

一時的に養育が困難な場合，公的支援に頼らざるを得ないことが多く，こうしたひとり親家

庭特有の課題に対応するための施策の推進とともに，幅広い子育て支援施策の充実や地域の

子育て支援力の強化も必要となっています。 

○ 京都市ひとり親家庭実態調査によると，母子家庭では８１．４％，父子家庭では８９．１％

が就労していますが，母子家庭では，パートタイマー等の「非正規社員」の割合が５６．５％

と高くなっており，不安定な雇用状況にあることから，正社員としての就職を支援する事業

の一層の推進や子どもがいても仕事と生活が両立できる環境づくりの取組が求められていま

す。 

（３）障害や疾病等で支援が必要な子どもの福祉 

第８章 ひとり親家庭の自立促進（ひとり親家庭自立促進計画） 
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○ ２０１３（平成２５）年国民生活基礎調査（厚生労働省）によると，２０１２（平成２４）

年の全国の母子家庭の平均所得は２４３．４万円で，全世帯の５３７．２万円の約４５％と

低い水準にとどまっており，また，ひとり親家庭の相対的貧困率は５４．６％と非常に高く

なっています。 

○ ひとり親家庭を取り巻く環境は複雑化しており，それぞれの状況に応じた，きめ細かで充

実した相談や支援を行うためには，関係機関の緊密な連携と役割の発揮による，総合的・計

画的な対応が求められます。 

 

施策を展開する今後の方向性 

○ ひとり親家庭の自立にとって，子育てと仕事の両立は必要不可欠であり，保育園（所），学

童クラブ事業，子育て支援短期利用事業などの子育て支援施策の充実と合わせて，延長保育，

一時保育，休日保育，病児・病後児保育，ひとり親家庭等日常生活支援事業等のひとり親家

庭のニーズに応じた多様なサービスの提供を行います。 

○ ひとり親家庭の子どもは，精神面や経済面で不安定な状況に置かれることにより，悩みを

抱えて孤立したり，学習の機会が制限されることもあることから，こうした家庭の子ども同

士の交流の場も兼ねた学習支援について，効果的な方法を検討する必要があります。 

○ ひとり親家庭の就業による自立を促進するため，就業相談，就業セミナー，技能講習等の

総合的な就業支援の充実，ハローワーク等の関係機関との連携によるきめ細かな支援，正社

員としての就職につながりやすい資格取得を支援する「高等職業訓練促進給付金等事業」等

の利用促進に向けた一層の取組が必要です。 

○ 養育費の確保及び面会交流については，関係機関との連携も含む一層の啓発や情報提供を

行うとともに，専門家による法律相談を推進していきます。子どもとの面会交流については，

子どもの健やかな育ちを確保するうえで有意義であること，養育費を支払う意欲につながる

ものであることから，支援の充実が必要です。 

○ 「京都市ひとり親家庭支援センター（愛称：ゆめあす）」については，父子家庭も含めた

ひとり親家庭の総合的自立支援施設として，より一層きめ細かな相談と支援を行うことがで

きるよう施策の充実を図るとともに，更なる周知及び利用の促進に努めます。 

○ 父子家庭に対する支援については，施策の充実を図ってきている一方で，施策の認知度が

低いことから，各種施策が十分活用されるよう，より積極的かつ効果的な情報発信を行いま

す。 

主な施策・取組 

● 保育サービス，子育て支援事業の充実や子どもの学習支援等による子育て・生活支援 

● 母子家庭等就業・自立支援センター事業，ハローワークと連携した自立支援プログラム事

業，高等職業訓練促進給付金等事業などの推進による就業支援 

● 児童扶養手当，母子父子寡婦福祉資金貸付等の経済的支援及び特別相談等の養育費の確保

のための支援や面会交流の支援 

● 関係職員の資質の向上及び関係機関の連携強化等の相談・支援機能の強化，インターネッ

トメディア等の媒体を活用したリアルタイムの情報発信等の情報提供の充実強化 

● 「京都市ひとり親家庭支援センター（愛称：ゆめあす）」の利用促進       等 
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 幼児教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業については，「子ども・子育て支援法」に基づ

き，各市町村が今後５年間（２０１５（平成２７）年度～２０１９（平成３１）年度）の「量の

見込み」及び「提供体制確保の方策とその実施時期」を定めることとされています。京都市では，

ニーズ調査の結果等を踏まえ，次のとおり設定します。 

 

 

 

 給付・事業ごとに提供体制を確保すべき区域の単位が異なるものと考えられることから，京都

市では，次のとおり，４層の区域設定を行います。 

教育・保育 

提供区域 
設定の考え方 対象となる給付・事業 

第一次区域 

（１区域） 

広域で提供体制を確保する必

要があるもの 

病児保育事業，子育て短期支援事業，妊婦健康

診査 

第二次区域 

（14区域） 

福祉事務所や保健センター・

支所単位で事業を実施してい

るもの 

利用者支援に関する事業，養育支援訪問事業

等，子育て援助活動支援事業，乳児家庭全戸訪

問事業 

第三次区域 

（34区域） 

保育園（所），幼稚園，認定こ

ども園等の通園区域を考慮し

て設定するもの 

施設型給付（幼稚園，保育園（所），認定こど

も園），地域型保育給付（家庭的保育事業，小

規模保育事業，事業所内保育事業，居宅訪問型

保育事業），時間外保育事業，一時預かり事業 

第四次区域 

（70区域） 

身近な地域で提供体制を確保

する必要があるもの 

放課後児童健全育成事業，地域子育て支援拠点

事業 

 

 

 

 

○ 幼児教育・保育の量の見込みについては，ニーズ調査の結果を基に算出した潜在的保育ニー

ズを見込んだうえで，計画期間の最終年度である２０１９（平成３１）年度末時点の要保育児

童数を算定しています。 

○ 保育ニーズが２０１７（平成２９）年度末にピークになるとの国の見込みを踏まえ，    

２０１７（平成２９）年度に計画期間の最終年度における要保育児童数に達するものとして，

計画期間を２年前倒しし，必要な提供体制を確保します。 

また，２０１５（平成２７）年度から２０１７（平成２９）年度までの要保育児童数につい

ては，均等に増加するものとして見込んでいます。 

 

 

第９章 すべての家庭を支える子育て支援施策の充実 

（京都市子ども・子育て支援事業計画） 

（２）幼児教育・保育の量の見込み並びに提供体制の確保の内容及びその実施時期 

（１）教育・保育提供区域の設定 
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（単位：人）

0歳 1,2歳 0歳 1,2歳

　量の見込み 15,971 17,381 2,815 9,806 14,892 18,226 2,947 10,618

 （他市町村の子ども） 0 8 2 5 0 8 2 5

特定教育・保育施設 1,054 17,381 2,758 9,415 1,103 17,804 2,831 9,864

（他市町村の子ども） 0 8 2 5 0 8 2 5

特定地域型保育事業 0 0 57 391 0 0 116 754

幼稚園預かり保育 0 0 0 0 0 422 0 0

確認を受けない幼稚園 14,917 0 0 0 13,789 0 0 0

合計（他市町村分除く） 15,971 17,381 2,815 9,806 14,892 18,226 2,947 10,618

0歳 1,2歳 0歳 1,2歳

13,782 18,927 3,457 10,853 12,810 19,629 3,966 11,086

 （他市町村の子ども） 0 8 2 5 0 8 2 5

特定教育・保育施設 1,021 18,154 3,142 9,947 966 18,505 3,534 9,946

（他市町村の子ども） 0 8 2 5 0 8 2 5

特定地域型保育事業 0 0 315 906 0 0 432 1,140

幼稚園預かり保育 0 773 0 0 0 1,124 0 0

確認を受けない幼稚園 12,761 0 0 0 11,844 0 0 0

合計（他市町村分除く） 13,782 18,927 3,457 10,853 12,810 19,629 3,966 11,086

0歳 1,2歳 0歳 1,2歳

12,579 19,629 3,966 11,086 12,630 19,629 3,966 11,086

 （他市町村の子ども） 0 8 2 5 0 8 2 5

特定教育・保育施設 930 18,505 3,534 9,946 935 18,505 3,534 9,946

（他市町村の子ども） 0 8 2 5 0 8 2 5

特定地域型保育事業 0 0 432 1,140 0 0 432 1,140

幼稚園預かり保育 0 1,124 0 0 0 1,124 0 0

確認を受けない幼稚園 11,649 0 0 0 11,695 0 0 0

合計（他市町村分除く） 12,579 19,629 3,966 11,086 12,630 19,629 3,966 11,086

1号 2号

2号
3号

3号

　量の見込み

確
保
方
策

　量の見込み

確
保
方
策

30年度 31年度

3号
1号

3号
1号 2号

確
保
方
策

28年度 29年度

1号

2号
3号

1号 2号
3号

（参考）26年度 27年度

1号 2号

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育・保育提供区域別の数値は，中間とりまとめ案全文に掲載しています。 

１号…満３歳以上児で幼稚園等での教育を希望 

２号…満３歳以上児で保育の必要な事由に該当し，保育園（所）等での保育を希望 

３号…満３歳未満児で保育の必要な事由に該当し，保育園（所）等での保育を希望 

※ ２０１５（平成２７）度から２０１９（平成３１）年度までの量の見込みは，２０１４   

（平成２６）年４月１日時点における統計数値に基づく推計値 

※ ２０１４（平成２６）年度の２号・３号は，年度末の確保体制を踏まえた数値 

※ １号は，３～５歳児総数から２号認定を除いた数値であり，「特定教育保育施設」と「確認

を受けない幼稚園」数値は平成２６年度当初の公・私国比率による。 

※ 「（他市町村の子ども）」とは，伏見区内にある八幡市の飛び地対応として，両市が協定を

結んでいるもので，外数 



 

30 

 

 

 

子ども・子育て支援法で規定する地域子ども・子育て支援事業１３事業のうち，実費徴収に係

る補足給付を行う事業及び多様な主体が新制度に参入することを促進するための事業を除く１１

事業について，「量の見込み」及び「提供体制の確保の方策とその実施時期」を設定します。 

国事業名 該当する本市事業等
指標

（単位）

(参考)
26年度

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

量の見込み 14 14 14 14 14 14

確保方策 14 14 14 14 14 14

量の見込み 573,558 627,152 682,069 736,372 791,066 849,608

確保方策 573,558 627,152 682,069 736,372 791,066 849,608

量の見込み 39,770 41,005 42,814 43,620 46,653 49,736

確保方策 39,770 41,005 42,814 43,620 46,653 49,736

量の見込み 382,751 437,916 478,707 522,804 517,268 518,490

確保方策 382,751 437,916 478,707 522,804 517,268 518,490

量の見込み 3,382 3,952 4,521 5,078 5,818 6,847

確保方策 3,382 3,952 4,521 5,078 5,818 6,847

量の見込み 9,768 12,446 12,686 12,964 13,256 13,421

確保方策 9,768 12,446 12,686 12,964 13,256 13,421

量の見込み 209 223 239 255 273 292

確保方策 209 223 239 255 273 292

量の見込み 932 1,013 1,101 1,197 1,301 1,415

確保方策 932 1,013 1,101 1,197 1,301 1,415

量の見込み 194 200 206 212 218 224

確保方策 194 200 206 212 218 224

量の見込み 10,112 10,416 10,729 11,051 11,383 11,725

確保方策 10,112 10,416 10,729 11,051 11,383 11,725

量の見込み 157 157 157 157 157 157

確保方策 157 157 157 157 157 157

量の見込み
延べ利用回数

（人回）
401,746 404,806 420,801 431,685 459,388 489,357

確保方策 箇所数 179 183 183 183 183 183

量の見込み 22,593 22,593 22,593 22,593 22,593 22,593

確保方策 22,593 22,593 22,593 22,593 22,593 22,593

量の見込み
対象者数

（人）
11,402 11,146 11,074 11,002 10,924 10,871

確保方策 実施体制
右欄に
同じ

母子手帳交付

件数(人)
11,946 11,837 11,729 11,622 11,517 11,412

妊婦健康診査

受診券交付数（人） 12,263 12,154 12,045 11,938 11,832 11,727

確保方策 実施体制
右欄に
同じ

妊婦健診 妊婦健康診査

量の見込み

実施場所：妊婦健康診査委託医療機関

子育て援助活動

支援事業
ファミリーサポート事業

利用件数

（件）

乳児家庭全戸

訪問事業
こんにちは赤ちゃん事業 実施機関：京都市内保健センター・支所

実施職員：保健センター・支所保健師，母子保
健訪問指導員

子育て短期
支援事業

子育て支援短期利用事業

（ショートステイ）

延べ利用者数

（人日）

子育て支援短期利用事業

（トワイライトステイ）

延べ利用者数

（人日）

地域子育て支援

拠点事業
地域子育て支援拠点事業

放課後児童

健全育成事業
学童クラブ事業

利用者数

（人）

養育支援

訪問事業

育 児 支 援 家 庭 訪問 事業

（福祉事務所（子ども支

援センター）実施分）

利用者数

（人）

育児支援家庭訪問事業

（保健センター実施分）

利用者数

（人）

育児支援ヘルパー

派遣事業

利用者数

（人）

一時預かり事業

一時保育
延べ利用者数

（人日）

幼稚園における

預かり保育

延べ利用者数

（人日）

病児保育事業
病児・病後児

保育事業
延べ利用者数

（人日）

利用者支援に
関する事業

区役所・支所福祉部（福

祉 事 務 所 ） に おけ る相

談・支援

箇所数

（箇所）

時間外保育事業 延長保育
延べ利用者数

（人日）

 

 

 

 

教育・保育提供区域別の数値は，中間とりまとめ案全文に掲載しています。

（３）地域子ども・子育て支援事業の量の見込み並びに提供体制の確保の内容及び

その実施時期 

※ 学童クラブ事業の２０１４（平成２６）年度は，小学校１～３年生の登録児童数（２０１５（平成２７）年度

以降は小学校１～６年生） 

※ 学童クラブ事業の「量の見込み」及び「提供体制の確保の方策とその実施時期」は，第５章の内容と合わせて

「放課後子ども総合プラン」に位置付ける。 



 

 

 



 

 

 

 

 

【年齢】    歳代 【性別】 男性・女性 （○をつけてください。） 

【区分】 京都市在住・京都市在勤・それ以外 （○をつけてください。） 

※ご意見を取りまとめる際の参考にします。差し支えなければご記入ください。 

ご意見 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 様式は自由です（他の用紙にご記入いただいても結構です。）。 

募集締切り 平成２６年１１月１８日（火）＜必着＞ 

提 出 方 法 郵送，ＦＡＸ，又は電子メールで提出してください。 

提出・問合せ先 

○郵 送 

〒604-8171 

京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町 566-1井門明治安田生命ビル 3階 

京都市保健福祉局子育て支援部児童家庭課（意見募集担当） 

（℡ 075-251-2380） 

○ＦＡＸ 075-251-2322 

○メール kosodatesien@city.kyoto.jp 

そ の 他  

 

 

 

 

 

                      

         パブコメくん 

「京都市未来こどもはぐくみプラン（仮称）」中間とりまとめ案へのご意見をお待ちしています！ 

 ○ この意見募集により収集した個人情報につきましては，「京都市個人情報保護 

  条例」に基づき適切に取り扱い，他の目的に利用することは，一切ありません。 

 ○ ご意見につきましては，意見募集の終了後に，ご意見の概要及びご意見に関す

る本市の考え方をとりまとめ，児童家庭課のホームページで公開します。 

 ○ ご意見に対する個別の回答はいたしませんので，ご了承ください。 

京都市印刷物第２６３１１３号 


